
北広島市水道部 

平成２１年度水質検査計画 

 

 

水質検査計画とは 

 水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質

管理において中核をなすものです。 

 水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。

 

 水質検査計画の内容 

  １ 基本方針 

  ２ 水道事業の概要 

  ３ 検査地点 

  ４ 水質検査項目及び検査頻度 

  ５ 水質検査方法 

  ６ 臨時の水質検査 

  ７ 水質検査の公表 

８ 関係者との連携 

 

 北広島市水道部では、水道水の状況を踏まえ、水質検査計画を策定し、水道水が安全で良質で

あることを、さらにご理解いただけるよう公表します。 
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１ 基本方針 

 

 (１) 検査地点は、配水管の末端等、水が停滞しやすい場所の給水栓（蛇口）とします。 

 (２) 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている毎日検査項目（水道法施行規則第１５

条第１項第一号）、水質基準５０項目(水道法施行規則第１５条第１項第三号)とします。 

 (３) 検査頻度は、水道法及び本市の過去の検査結果等に基づいて安全性確保の観点から設定

します。 

 

 

２ 水道事業の概要 

 

 北広島市の水道水は、漁川ダムが水源で、石狩東部広域水道企業団から用水供給を受け、市内 

竹山及び西の里受水池で受水しております。 

 

      給水状況 

区分 内容 

給水区域 北広島市内及び江別市西野幌 

給水人口(平成１９年度末) ６０，２０９(人) 

普及率(平成１９年度末) ９８.４６(%) 

給水戸数(平成１９年度末) ２１,５２４(戸) 

一日最大配水量(平成１９年度) １８,６２９m3(１２月３１日) 

一日平均配水量(平成１９年度) １５,７０２m3 

 

 

３ 検査地点 

 

(１) 給水栓（蛇口） 

配水系統ごとに水が停滞しやすい場所の給水栓（蛇口）を、市内東地区(東部・北広島団

地)、西地区(大曲・輪厚)、及び西の里地区で１地点以上選定し、毎月検査は１２地点、ま

た、年４回及び基準項目（５０項目）検査については、６地点で行います。さらに、１日

１回行う毎日検査項目は１９地点で行います。（別図参照） 

 (２) 竹山配水池の水質自動計器(石狩東部広域水道企業団からの受水点１)において、濁度、

残留塩素、pＨを青葉浄水場で２４時間自動連続監視します。 

(３) 西の里配水池の水質自動計器(石狩東部広域水道企業団からの受水点２)において、残留

塩素、pＨを青葉浄水場で２４時間自動連続監視します。なお、濁度については、毎日検査

の中で実施します。 
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(４) 輪厚配水池の水質自動計器において、濁度、残留塩素、pＨを青葉浄水場で２４時間自動

連続監視します。 

 

 

４ 水質検査項目と検査頻度（水質検査表（１）（２）のとおりです。） 

 

(１) 給水栓（蛇口）における水質検査項目と検査頻度(Ｐ４～６参照) 

  ア 水質検査項目 

   法令に基づく毎日項目検査を行います。また、水質基準項目検査については、状況に応じ

て検査項目を省略したり、検査頻度を項目ごとに減じたりすることができますが、本市で

は水道水の安全性を確認するため最低年１回は検査を行います。 

  イ 検査頻度 

   １ 毎日検査 

法令に基づく色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)の検査は１日１回行います。水質検

査表(２)のとおりです。 

   ２ 毎月検査 

    法令に基づく項目、水質検査表(１)の№1、2、37、45～50 の検査は毎月１回行います。 

   ３ 年４回検査 

    法令に基づく項目、水質検査表(１)の№9、15、20～30、33、43 の検査は３ヶ月に１回

行います。 

   ４ 期間検査（かび臭） 

    法令に基づく項目、水質検査表(１)の№41、42 の検査は臭気の原因となる藻類の発生時   

期(５～８月)に石狩東部広域水道企業団が分水点１及び２において、毎月１回行います。 

   ５ 基準項目検査 

法令に基づく項目（５０項目）のうち、過去３年間における検査結果が基準値の１０分

の１以下のとき、検査頻度を３年に１回まで緩和できる項目についても、水質が安定し

良好であることを確認するため、年１回検査を行います。 
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法令に基づく水質検査 

水質検査表(１) 水質基準 

給水栓(蛇口) 基準値 

（以下） 

過去３年間

最高値 
項目 

№ 
水質基準項目 検査頻度

*1 （mg/L） 

検査省略 

 頻度*2 

検査計画 

頻度*3 

備考 

1 一般細菌 100 個/ml 1 月 1 回 

2 大腸菌 不検出 不検出 
月 1 回 月 1 回 

月 1 回 

病原 

生物 

3 カドミウム及びその化合物 0.01 <0.001 年 1 回 

4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 年 1 回 

5 セレン及びその化合物 0.01 <0.001 

3 年 1 回 

年 1 回 

6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 年 1 回 年 1 回 

7 ヒ素及びその化合物 0.01 0.001 年 1 回 

8 六価クロム化合物 0.05 <0.005 
3 年 1 回 

年 1 回 

9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 <0.001 年 4 回 年 4 回 

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.05 3 年 1 回 年 1 回 

11 フッ素及びその化合物 0.8 <0.08 年 1 回 

12 ホウ素及びその化合物 1.0 <0.02 年 1 回 

無機物

質・重

金属 

13 四塩化炭素 0.002 <0.0002 年 1 回 

14 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 年 1 回 

15 
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ

ンス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 ― 年 4 回 

16 ジクロロメタン 0.02 <0.002 年 1 回 

17 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 年 1 回 

18 トリクロロエチレン 0.03 <0.001 年 1 回 

19 ベンゼン 0.01 <0.001 

3 年 1 回 

年 1 回 

一般有

機化学

物質 

20 塩素酸 0.6 <0.04 年 4 回 

21 クロロ酢酸 0.02 <0.002 年 4 回 

22 クロロホルム 0.06 0.010 年 4 回 

23 ジクロロ酢酸 0.04 0.007 年 4 回 

24 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 年 4 回 

25 臭素酸 0.01 <0.001 年 4 回 

26 総トリハロメタン 0.1 0.014 年 4 回 

27 トリクロロ酢酸 0.2 <0.02 年 4 回 

28 ブロモジクロロメタン 0.03 0.004 年 4 回 

健

康

に

関

連

す

る

項

目 

29 ブロモホルム 0.09 <0.001 

年 4 回 

年 4 回 

年 4 回 

消毒副

生成物
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30 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 年 4 回 年 4 回 年 4 回 (消毒)

31 亜鉛及びその化合物 1.0 0.09 年 1 回 年 1 回 

32 アルミニウム及びその化合物 0.2 0.03 年 1 回 

33 鉄及びその化合物 0.3 0.08 
年 4 回 

年 4 回 

34 銅及びその化合物 1.0 0.01 年 1 回 

色 

35 ナトリウム及びその化合物 200 7.7 年 1 回 味覚 

36 マンガン及びその化合物 0.05 0.001 

年 4 回 

3 年 1 回 

年 1 回 色 

37 塩化物イオン 200 9.4 月 1 回 月 1 回 月 1 回 

38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 26.4 3 年 1 回 年 1 回 

39 蒸発残留物 500 90 年 1 回 年 1 回 

味覚 

40 陰イオン界面活性剤 0.2 <0.02 

年 4 回 

3 年 1 回 年 1 回 発泡 

41 ジェオスミン 0.00001 0.000002 

42 2-メチルイソボルネオール 0.00001 <0.000001 

発生時期

に月 1回

発生時期

に月 1回 

発生時期

に月 1回 
臭い 

43 非イオン界面活性剤 0.02 <0.005 年 4 回 年 4 回 発泡 

44 フェノール類 0.005 <0.0005 
年 4 回 

3 年 1 回 年 1 回 臭い 

45 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) 3 0.8 月 1 回 味覚 

46 pＨ値 5.8-8.6 7.79 月 1 回 

47 味 異常でない 異常なし 月 1 回 

48 臭気 異常でない 異常なし 月 1 回 

49 色度 5 度 1 月 1 回 

水

道

水

が

有

す

べ

き

性

状

に

関

す

る

項

目 

50 濁度 2 度 0.2 

月 1 回 月 1 回 

月 1 回 

基礎的

性状 

備考 ① *1 は、水道法に基づく検査回数です。 

   ② *2 は、過去３年間の検査結果に基づき法令上最低限必要となる検査回数です。 

   ③ *3 は、当市における検査回数です。 

④ 網かけ部分は水道法に基づき、水質検査を省略できない項目です。 

   ⑤ 項目№20 塩素酸は平成 20 年から水質基準項目に追加された項目のため、「過去３年間

最高値」は平成 20 年度の最高値です。 

   ⑥ 項目№15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンは平成 21

年 4 月から水質基準項目に追加された項目です。 
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水質検査表(２) １日１回行う水質検査 

検査計画頻度

(回/年) 
項目 

№ 
1 日 1 回行う検査項目 評価 

給水栓水 

1 色 異常なし 365 

2 濁り 異常なし 365 

3 消毒の残留効果(残留塩素) 0.1 ㎎/Ｌ以上 365 

 

 

５ 水質検査方法 

 

水質検査は石狩東部広域水道企業団水質検査センターで行い、水質基準項目等の検査方法は国 

が定めた水道水の検査方法(｢水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法｣) 

によって行います。 

 

 

６ 臨時の水質検査 

 

臨時の水質検査は、水質異常が発生した場合や発生のおそれがある場合、直ちに実施し、水質

異常が終息し、給水栓（蛇口）から出た水の安全性が確認されるまで行います。 

 

 

７ 水質検査の公表 

 公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果は、ホームページ等で公表します。 

また、水質検査計画は毎年作成します。 

 

水質検査計画の策定

検査の実施

検査の評価(結果)

意見

公表

公表

見
直
し

北広島市水道部 
 

 

 

 
お客さま 

 

 

 

 

水質検査計画の概要 
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８ 関係者との連携 

 

 水道水の水質異常が発生した場合には、北海道石狩保健福祉事務所千歳地域保健部（北海道千

歳保健所）及び石狩東部広域水道企業団に情報提供を行い、情報を交換しながら連携して迅速に

対策を講じます。 

 



　 西の里加圧系

配水系統と検査地点

　 輪厚系

　 緑陽加圧系

　 緑陽自然流下系

(遠方監視)

　 輝美系

　 輝美系

　 竹山直送系

　 共栄減圧系

　 共栄自然流下系

　 西の里自然流下系

　 大曲系

　 竹山系

 浄水場(遠方監視)

 毎日検査

 毎月検査

 年４回検査

 期間検査

 基準項目検査

１９

１２

　 ６

　 ２

　 ６

(平成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 現在)
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